
 

 教育職員免許状授与申請書類（教育職員免許法第５条、法別表第１、第２による申請） 

 ※ 経験年数を利用した上位の免許取得、他教科の免許取得等は教育職員検定申請書類 

（教育職員免許法第６条、法別表第３、４、５、６、７、８関係）によること。 

 

１ 教育職員免許状授与申請書（様式第１号） 

（手数料として免許状１件につき、３，３００円の岩手県収入証紙を貼り付けて提出のこと） 

２ 履歴書（様式第６号） 

 

 

 

※３ 学力に関する証明書 

・ 基礎資格（学士、修士等の学位）が記載されていること。 

（単位は免許法による科目名で記載されていること。） 

・ 複数の大学での科目等履修の場合は、該当する大学の学力に関する証明書全てを提 

出すること。（体育・日本国憲法・情報機器の操作・外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを教職課程のあ 

る大学とは違う大学で単位を取った場合はその大学の証明書も添付すること。） 

※４ 戸籍抄本 

※５ 宣誓書（様式第９号）   

・ 免許法第５条第１項第３号から第６号に該当しない旨の宣誓（署名） 

※６ 介護等体験証明書（社会福祉施設５日分及び特別支援学校２日分） 

・ 小、中学校の免許状取得の場合で、平成10年４月１日以降大学に入学した者。 

・ 小、中免許申請と同時に特別支援学校免許を申請する者は、介護等体験は不要。 

※７ 免許状の写しまたは、免許状授与証明書 

・ 既に所有している免許状の上位の免許状を取得する場合。（例：高１種→高専修） 

  ・ 免許状の写しを提出した場合、その免許状に係る単位修得証明書の提出は不要。 

    （例：今回、高専修免を申請する場合、高１種免に係る単位修得証明書は不要。） 

  ・ 本県発行の免許状の授与証明書を提出する場合、証明申請書を免許申請書と一緒に 

提出しても可。 

※８ 実務に関する証明書（様式第８号）（該当する者のみ提出すること。） 

    ・ 教員としての実務経験を有する者が、その経験年数に基づき教育実習の単位を教職 

に関する科目の単位をもって振り替える場合。（免許法施行規則第２条から第５条の 

表に該当する者。） 

 ９ 返信用封筒 ・角２号 １８０円切手貼付け、返信先・個人名明記のこと。 

 

●免許状送付時期等（月２回） 

 １５日締め切り分：２０日頃の送付（１５日の授与年月日） 

月末締め切り分 ：翌月はじめ頃の送付（月末の授与年月日） 

 

●提出・問い合わせ先 

 〒０２０－８５７０（住所不要） 

 岩手県教育委員会事務局教職員課 免許担当 

 電話 ０１９－６２９－６１２４（直通） 

※４、５は県内学校の現職者（教諭・講師）は提出不要。 

※未更新（期限切れ）により失効した免許状（岩手県教育委

員会が授与したものに限る）を有する者で、再度、同種の

免許状の授与を申請する場合は、当該失効免許状（返納済

みの場合は免許状授与証明書）を提出することにより、３、

６、７、８は提出不要。 



 教育職員免許状授与申請書類（第５条別表第２の２関係）《栄養教諭免許状》 

  １ 教育職員免許状授与申請書（様式第１号）（手数料３，３００円） 

   ※ 岩手県収入証紙貼付けのこと 

  ２ 履歴書（様式第６号） 

 

 

※３  学力に関する証明書 

・ 基礎資格（学士、修士等の学位）が記載されていること。 

（単位は免許法による科目名で記載されていること。） 

・ 複数の大学での科目等履修の場合は、該当する大学の学力に関する証明書全てを提

出すること。（体育・日本国憲法・情報機器の操作・外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを教職課程の

ある大学とは違う大学で単位を取った場合はその大学の証明書も添付すること。） 

  ４ 栄養士免許証または登録証明書の写し 

  ５ 戸籍抄本 

  ６ 宣誓書（様式第９号） 

７ 返信用封筒（角２号 １８０円切手貼付け、返信先明記のこと。） 

 

 

 

●免許状送付時期等（月２回） 

 １５日締め切り分：２０日頃の送付（１５日の授与年月日） 

月末締め切り分 ：翌月はじめ頃の送付（月末の授与年月日） 

 

●提出・問い合わせ先 

 〒０２０－８５７０（住所不要） 

 岩手県教育委員会事務局教職員課 免許担当 

 電話 ０１９－６２９－６１２４（直通） 

 

※未更新（期限切れ）により失効した免許状（岩手県教育委

員会が授与したものに限る）を有する者で、再度、同種の

免許状の授与を申請する場合は、当該失効免許状（返納済

みの場合は免許状授与証明書）を提出することにより、３

は提出不要。 



教育職員免許状授与申請書類（第５条別表第２関係）《養護教諭免許状》 

 １ 教育職員免許状授与申請書（様式第１号）（手数料３，３００円） 

  ※ 岩手県収入証紙貼付けのこと 

 ２ 履歴書（様式第６号） 

 

 

 

※３ 学力に関する証明書（施行規則第66条の6に定める科目の単位） 

※平成23年度以前に保健師養成機関を卒業し、二種免許状に係るロ及びハの項に基づく

申請の場合は不要 

 ４ 保健師免許証または登録証明書の写し 

 ５ 戸籍抄本 

 ６ 宣誓書（様式第９号） 

７ 返信用封筒（角２号 １８０円切手貼付け、返信先明記のこと。） 

 

 

 

●免許状送付時期等（月２回） 

 １５日締め切り分：２０日頃の送付（１５日の授与年月日） 

月末締め切り分 ：翌月はじめ頃の送付（月末の授与年月日） 

 

●提出・問い合わせ先 

 〒０２０－８５７０（住所不要） 

 岩手県教育委員会事務局教職員課 免許担当 

 電話 ０１９－６２９－６１２４（直通） 

 
 

 

 
 

※未更新（期限切れ）により失効した免許状（岩手県教育委

員会が授与したものに限る）を有する者で、再度、同種の

免許状の授与を申請する場合は、当該失効免許状（返納済

みの場合は免許状授与証明書）を提出することにより、３

は提出不要。 



教育職員免許状授与申請書類（第５条、昭和６３年附則第５項関係） 

※ 旧法で１種免許状を取得し、平成２年４月１日より前に大学院に在学し、平成５年 

３月３１日までに修士の学位を得た者（大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに 

  相当する課程に１年以上在学し、３０単位以上を修得した者を含む。）は、以下の申 

  請により専修免許状を取得できる。 ※小学校、中学校、幼稚園のみ。（高等学校は除く。） 

 

 １ 教育職員免許状授与申請書（様式第１号）（手数料３，３００円） 

  ※ 岩手県収入証紙貼付けのこと。 

 ２ 履歴書（様式第６号） 

 

 

※３ 学力に関する証明書 

※ 修了した大学院より発行してもらうこと。 

※４ 免許状授与証明書（１種免許状分） 

      岩手県発行の１種免許状の場合、授与証明申請書を提出のこと。 

※５ 戸籍抄本 

※６ 宣誓書（様式第９号） 

 ７ 返信用封筒（角２号 １８０円切手貼付け、返信先明記のこと。） 

  

 

●免許状送付時期等（月２回） 

 １５日締め切り分：２０日頃の送付（１５日の授与年月日） 

月末締め切り分 ：翌月はじめ頃の送付（月末の授与年月日） 

 

●提出・問い合わせ先 

 〒０２０－８５７０（住所不要） 

 岩手県教育委員会事務局教職員課 免許担当 

 電話 ０１９－６２９－６１２４（直通） 

 

 

※未更新（期限切れ）により失効した免許状（岩手県教育委

員会が授与したものに限る）を有する者で、再度、同種の

免許状の授与を申請する場合は、当該失効免許状（返納済

みの場合は免許状授与証明書）を提出することにより、３、

４は提出不要。 

※岩手県内の学校に校長又は教員として在職している

者は、５、６は提出不要。 


